
２． 区のこれまでの取り組みと今後の課題


（１） 区のこれまでの取り組み

○ 	 区は、我が国の障害者（児）施策推進において区市町村の関与が低

かった時代から、独自に障害者（児）施策を積極的かつ先進的に推進

してきた。 

○ 	 これまで区では、区として初めての基本計画（昭和 53 年）を受け

て、昭和 57 年に「福祉総合計画」を策定するとともに、昭和 56 年の

「国際障害者年」を契機に、昭和 58 年には、区の障害者（児）施策

の総合的・体系的推進の指針として「世田谷区障害者施策行動 10 カ

年計画」を策定するなど、先駆的取り組みを行ってきた。 

○ 平成 7 年には、障害者基本法の定める｢障害者計画｣として、「せたが

やノーマライゼーションプラン」を策定し、平成 13 年には社会福祉基

礎構造改革に対応して同プランを改定するなど、「完全参加と平等」を

目標に、様々な障害者（児）施策を推進してきた。 

○ 	 平成 17 年 3 月には、区の保健医療福祉施策の基本方針である「世田

谷区地域保健医療福祉総合計画」を策定し、「明るい共生社会」の実現

に向けて、保健・医療・福祉が連携して総合的に推進していくことを

示した。 

○ 	 新たな課題として現在注目されている高次脳機能障害や発達障害な

どについても、総合福祉センター等を中心として、相談や研修を実施

するなど、先駆的に取り組んできた。 

（２） 区の今後の課題

○ 	 前述のように、基礎的自治体である区市町村に対して、障害者（児）

が安心して暮らすことのできる社会を構築していくことが求められて

いる中で、平成 18 年４月より障害者自立支援法が施行されることから、

区市町村の障害者（児）施策推進の役割は一段と強化されていくこと

となる。従って区としても、改めて区内の障害者（児）の地域生活全

般を総合的に支援していく取り組みが求められる。 
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○ 	 区内に住まう障害者（児）が、地域で安心して暮らすためには、障

害者（児）自身が地域生活を送る上で様々な困難に直面していること

を真摯に受け止め、そこを出発点とした施策の推進が求められること

は言を待たない。今後は当事者の視点に立脚した施策をより一層展開

していく必要がある（なお、当事者からの課題の概要は以下を参照「障

害者団体ヒアリング結果報告」の概要, 平成 16 年 11 月 P.9）。 

○ 	 従来の障害者（児）施策は、障害種別、年齢、また支援の内容によ

って実施主体が異なっていたが、障害者自立支援法の施行により、区

市町村に一元化されていくことは前述したとおりである。今後は、障

害者（児）に関わる保健、医療、福祉、教育、労働等の多様な専門領

域での支援を、当事者のライフステージに応じてきめ細かに実施し、

障害者（児）の地域生活を、生涯に渡って継続的かつ総合的に支援し

ていく体制が求められている。 

○ 	 一方、社会福祉基礎構造改革においては、民間活力の導入によるサ

ービス供給の多元化が進められているように、区の役割は、直接のサ

ービス提供者の立場から、区内に住まう障害者(児)が安心してサービ

スを利用できる仕組みづくりに責任を持つ立場へと転換しつつある。

今後区は、民間事業者の参入促進と質の確保のための方策を講じる等、

優良な事業者を育成していくこと、また障害者（児）に関わる専門人

材の育成、地域住民への障害理解や地域住民の主体的な福祉活動を支

援していくこと等、障害者（児）が安心して地域生活を送っていける

仕組みづくりに力点を置いていくことが重要であり、地域社会全体と

して障害者（児）への支援を展開していく社会の実現を目指す必要が

ある。 
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 ②  このように、障害者（児）施策推進を積極的かつ先進的に実施してき

ている中で、区内に住まう障害者（児）に対し、地域生活を送る上で困

っていることについてヒアリングを行ったところ、以下のような区の障

害者（児）施策の充実と障害者（児）を巡る要望が提示された。  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

参考 （区内障害者（児）から提起された課題の概要） 
「障害者団体ヒアリング結果報告」より（平成 16 年 11 月） 

 

○  社会福祉基礎構造改革に基づく利用者本位を支える仕組

みづくりでは、障害特性への配慮、相談機能の充実、情報提

供の充実が課題とされ、福祉資源へのアクセスが、まだ十分

ではない状況がある。 

○  保健・医療の領域においては、地域医療機関での受診、早

期発見・早期対応の体制が課題とされ、身近な場所での保

健・医療サービスの提供の必要性が求められている。 

○  教育・保育の領域においては、放課後対策、福祉教育プロ

グラムの充実が課題とされ、学齢児の地域での活動の場の確

保、また学校教育を通じての障害理解促進が求められてい

る。 

○  就労については、職場開拓、事業所の障害理解促進が課題

とされ、障害者がもっと働ける地域社会を構築していくこと

が必要とされている。 

○  福祉については、サービスの充実、在宅生活を支えるバッ

クアップ拠点の充実が課題とされ、当事者にとって、自立し

安心して、地域生活を継続していく方向が未だ見えない状況

がある。 
○  生活環境については、バリアフリー化の推進、住居確保、

災害時対策が課題とされ、ハード面での福祉のまちづくりの

推進や平時だけではなく災害時も含めた対応が求められて

いる。 
○  理解・交流については、住民理解の推進、交流の推進が課

題とされ、地域で暮らすための基本となる住民同士の関係づ

くりが、未だ不十分である。 

 




